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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

同
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

前
々
年
の
四
月
か
ら
前
年
の
三
月
ま
で
の
各
月

三
号
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「

末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
清
算
集
中
等
取
引
情
報
又
は
取
引
情
報
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て

、
信
託
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額

の
平
均
額
が
三
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
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」
と
あ
る
の
は
、
「
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年
の

テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
以
上

（
清
算
集
中
等
取
引
情
報
又
は
取
引
情
報
の
対
象
と
な
っ
て
い

三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平

る
も
の
で
あ
っ
て
、
信
託
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

均
額
が
三
千
億
円
以
上
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
金
融
機
関
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
で
あ
る

保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
い
、
同
条
第
七
項
に
規

定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
）
に
対
す
る
新
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
三
号
に
」
と
、
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
」
と
、
「

当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
前
々
年
の
四
月
か
ら
前
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
年
の
四
月
か
ら

そ
の
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億

円
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
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前
々
年
の
四
月
か
ら
前
年
の
三
月
ま
で
の
各

想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
以
上
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「

月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
清
算
集
中
等
取
引
情
報
又
は
取
引
情
報
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
信
託
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計

額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年
の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ

」
と
あ
る
の
は
、
「
前
年
の
四
月
か
ら
そ
の
年

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の
平
均
額
が
三
千
億
円
以
上

（
清
算
集
中
等
取
引
情
報
又
は
取
引
情
報
の
対
象
と
な
っ
て

の
三
月
ま
で
の
各
月
末
日
に
お
け
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
係
る
想
定
元
本
額
の
合
計
額
の

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
信
託
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

平
均
額
が
三
千
億
円
以
上
」
と
す
る
。


